
 

 

 

新婚世帯の経済的負担を軽減するため、婚姻に伴う新生活に係る費用の一部を補助
します。 
 

１.補助金額 

 

  
※１ 就業先等から支給される住宅手当を差し引いた後の金額を対象経費とします 

 ※２ 就業先から引越費用の助成を受けている場合は対象外となります 
 

２.補助要件 

 

① 新婚世帯（令和７年１月１日から令和８年２月 28 日の間に婚姻届が受理された世帯で、夫婦

ともに申請日において本市に住所を有している世帯）であること 

② 夫婦共に婚姻日における年齢が 39 歳以下かつ世帯所得 500 万円未満であること 

 【世帯所得】直近の所得証明書により夫婦の所得を合算します 

・貸与型奨学金を返済中 … 世帯所得から奨学金の年間返済額を控除します 

③ ライフデザイン講座やプレコンセプションケア講座等を受講すること 

④ 対象となる住宅が十和田市内にあること 

⑤ 夫婦の双方又は一方が、過去に十和田市結婚新生活支援事業による補助金又は他自治体に 

おいて同様の補助金の交付を受けていないこと 

⑥ 夫婦ともに市区町村税に滞納がないこと 

⑦ 十和田市暴力団排除条例に規定する暴力団員でないこと 
   

４.注意事項 

 
 ・申請期限は、令和９年３月 10 日までです 

・詳細はシティプロモーション課へお問い合わせください 

・予算の範囲内で受付順に交付の可否を決定しますので、お早めにご相談ください 

・偽り、その他不正な手段により補助金の交付を受けたときや要件を満たさなくなった場合など

は、補助金の交付の取り消しや補助金の返還を命じる場合があります 

 
補助対象経費

補助金額 

（上限）
 

・住宅取得費用（建物の建築・購入費） 

・住宅のリフォーム費用（修繕、増築、改築、設備更新等） 

・住宅賃借費用※１（賃料、共益費、敷金、礼金、仲介手数料） 

・引越し費用※２（引越業者又は運送業者へ依頼した実費分）

夫婦ともに 

29 歳以下の世帯
60 万円

 上記以外で 

夫婦ともに 

39 歳以下の世帯

30 万円

【お問い合わせ】 

十和田市　みらい戦略部シティプロモーション課　TEL：0176-51-6712 
  
交付要綱や提出書類はホームページに掲載していますので、あわせてご確認ください

②令和８年度十和田市結婚新生活支援事業補助金



様式第１号（第６条関係） 

 

                                年  月  日 

 

   十和田市長 様             

 

                     申請者 住所                 

                         氏名                

                         連絡先 

 

 

令和８年度十和田市結婚新生活支援事業補助金交付申請書兼請求書 

 

 

  令和８年度十和田市結婚新生活支援事業補助金の交付を受けたいので、令和８年度十和田市結

婚新生活支援事業補助金交付要綱第６条第１項の規定により、関係書類を添えて下記のとおり

補助金の交付を申請及び請求します。 

 

 

記 

 

     １．補助金交付申請及び請求額    金         円 

 

 

     ２．誓約事項（下記事項を誓約の上、□に✔を記入すること。） 

□ 夫婦共に、過去に十和田市結婚新生活支援事業による補助金又は他自治体にお

ける同様の趣旨による補助金の交付を受けていません。※継続補助世帯は除

く。 

□ 夫婦共に、十和田市暴力団排除条例（平成23年十和田市条例第39号）第２条第

３号に規定する暴力団員に関係する者ではありません。 

□ 私は、申請内容に虚偽等があった場合は、補助金を返還します。 

 

 

 

 

 



様式第１号－別紙１ 新婚世帯の状況、所得及び対象経費内訳 

 
 

世
帯
の
状
況 

 申請者 配偶者 

氏 名
（ふりがな）

   

生年月日 年  月  日 年  月  日 

婚姻日 年  月  日 

婚姻日時点の満年齢 歳 歳 

申請時の就業状況（自営業を含む）

※継続補助世帯は記入不要 
就業している・無職 就業している・無職 

 
受講した講座名等 

※継続補助世帯は記入不要 
  

新
婚
世
帯
の
所
得 

直近の所得証明書による所得 (A)               円 (B)               円 

貸与型奨学金年間返済額 

※所得証明書の期間と同一期間 
(C)               円 (D)               円 

合計 (A)＋(B)－(C)－(D) 

※合計額500万円未満であること 
円 

対
象
経
費
内
訳 

住宅所在地 十和田市 

(E)住宅取得費用 ※建物の建築・購入費のみ対象 円 

(F)リフォーム費用 

※倉庫・車庫・外構工事、家電の購入及び設置に係る費用は対象外 
円 

(G)住宅賃借費用 

・初期費用 （       ）円 … ① 

※駐車場代、保険料、保証料を除く 

・家賃等  （       ）円 … ② 

・住宅手当等（       ）円 … ③ 

 

対象経費 ①＋②－③＝（          ）円＝（G） 

 

円 

(H)引越費用 円 

合計(I) （(E)から(H)の合計額） 円 

継続補助 

※新婚世帯記入不要 

(J)令和７年度補助金受給済み額 円 

(K)補助可能額（60万円・30万円-(J)） 円 

補助金交付申請及び請求額の算定（※1,000円未満切り捨て） 

【新婚世帯：夫婦共に29歳以下】(I)と60万円を比較し、低い額を記入 

【新婚世帯：上記以外】    (I)と30万円を比較し、低い額を記入 

【継続補助世帯】       (I)と(K)を比較し、低い額を記入 

円 



様式第１号－別紙２ 添付書類（交付申請） 

 

⑴ 新婚世帯の場合 

① 婚姻届受理証明書の写し又は婚姻後の戸籍謄本  

② 夫婦の住所が市内にあることを証する書類  

③ 夫婦の直近の所得証明書  

 ④ ライフデザイン講座等（要綱第３条第４号に掲げるもの）を受講等したものが分かる書類  

 ⑤ 夫婦の市区町村税に滞納がないことを証する書類  

⑥ 夫婦の住宅手当等支給証明書（様式第２号。⑨を提出する者に該当する場合）  

⑦ 住宅の売買契約書又は工事請負契約書及び住宅引渡書並びに領収書等の写し（住宅の取

得の場合） 
 

⑧ 住宅の改修工事請負契約書及び領収書等の写し並びにリフォーム箇所がわかるもの（写

真等）（住宅のリフォームの場合） 
 

⑨ 住宅の賃貸借契約書及び領収書等の写し（住宅の賃貸借の場合）  

⑩ 引越費用の領収書等の写し（引越しの場合）  

⑪ 夫婦の貸与型奨学金の返済額が確認できる書類（貸与型奨学金の返済をしている場合）  

⑫ 債権者登録申請書（登録済みの場合を除く。）  

⑬ 内閣府及び十和田市による本事業の実施に係るアンケート  

⑵ 継続補助世帯の場合 

① 令和７年度十和田市結婚新生活支援事業補助金交付決定通知書の写し  

② 夫婦の住所が市内にあることを証する書類  

 ③ 夫婦の市区町村税に滞納がないことを証する書類  

④ 夫婦の住宅手当等支給証明書（様式第２号。⑦及び⑧を提出する者に該当する場合）   

⑤ 住宅の売買契約書又は工事請負契約書及び住宅引渡書並びに領収書等の写し（住宅の取

得の場合） 
 

⑥ 住宅の改修工事請負契約書及び領収書等の写し並びにリフォーム箇所がわかるもの（写

真等）（住宅のリフォームの場合） 
 

⑦ 住宅の賃貸借契約書及び領収書等の写し（住宅の賃貸借の場合）  

⑧ 引越費用の領収書等の写し（引越しの場合）  

⑨ 債権者登録申請書（登録済みの場合を除く。）  

 

  



様式第２号（第６条関係） 

年  月  日 

十和田市長 様 

給与等の支払者                

所在地                

名 称                

代表者             ㊞  

連絡先                

 

住宅手当等支給証明書 

 

下記の者の住宅手当支給状況を次のとおり証明します。 

 

記 

 

１．対象者    

住所  

氏名  

 

２．住宅手当支給状況の有無（いずれかに○印をつけてください。） 

⑴ 有 

年 月から  住宅手当月額         円 

 

＊変更があった場合 

年 月から  住宅手当月額         円 

⑵ 無 

 

３．引越費用支給状況の有無（いずれかに○印をつけてください。） 

  ※現住所への転居に関するものに限る。 

⑴ 有 

 

⑵ 無 

 

注意事項 

１ この証明書は、令和８年度十和田市結婚新生活支援事業補助金に使用します。 

２ 住宅手当とは、住宅に関して事業主が従業員に対し支給又は負担する全ての手当等です。 

３ 住宅手当を支給している場合は、直近の住宅手当月額を記入してください。 

４ 法人の場合は社印を、個人事業主の場合は代表者印を押印してください。 

 



 年  月  日 

 

 十和田市長 様 

 

個人情報の利用に関する同意書 

 

 私は、市長が令和８年度十和田市結婚新生活支援事業補助金交付要綱第６条に規定する補助金

の交付の可否を決定するために必要な、市が保有する私の下記の情報を利用することに同意しま

す。 

 

                    申請者 住  所 

                        生年月日               

                        氏  名              ㊞ 

                    配偶者 生年月日               

                        氏  名              ㊞ 

                          ※ 本人が署名する場合は押印不要。 

 

記 

 

１ 住所が市内にあることを証する書類 

２ 直近の所得証明書に関する情報  

３ 市税に滞納がないことを証する書類に関する情報 



 

2026.4改定



記入日 年 月 日

夫の年代 10代 20∼24歳　 25～29歳 30∼34歳　 35～39歳

妻の年代 10代 20∼24歳　 25～29歳 30∼34歳　 35～39歳

令和８年度　結婚新生活支援事業に関するアンケート

１．本事業をどのタイミングで知りましたか。

結婚届出の前 結婚届出時以降

2.　本事業をどのようにして知りましたか。【複数回答可】

自治体の広報・ホームページ・ＳＮＳ 新聞・テレビ・インターネット記事

不動産事業者の案内 家族・友人・職場の人からの案内

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

３.　本事業は、結婚へのきっかけの1つになったと思いますか。

とてもそう思う ある程度そう思う

あまりそう思わない 全くそう思わない

４．国や市区町村の周知は十分であると思いますか。

思う 思わない

５．結婚にあたって経済的不安がありましたか。

とてもあった ある程度あった

あまりなかった 全くなかった

６．あなたにとって、結婚に伴う経済的不安があるとすれば何を思い浮かべますか。【複数回答可】

特になし 結婚式費用

新婚旅行 婚約・結婚指輪の購入

住居費 引越費用

家具や生活雑貨の購入 その他（　　　　　　　　　　　）

７．本事業は、あなたの結婚新生活に伴う経済的不安の軽減に役立ったと思いますか。

とても役立った ある程度役立った

あまり役立たなかった 全く役立たなかった

８．（質問７において、「とても役立った」又は「ある程度役立った」と回答した方のみ回答ください）

　　経済的不安が軽減された結果として、結婚する時期が早まりましたか？

早まった 早まっていない

９．結婚に伴う新しい住居の取得または賃貸、リフォームにかかる費用や引越し作業に、親族や勤務先からの支援はありました

か。（金銭的支援のほか、お手伝いも含む）

あった なかった

１０．あなたは本事業により、自分たちの結婚が地域に応援されていると感じますか。

感じる 感じない

どちらでもない

その他、ご意見ご要望ご感想などお聞かせください

ご協力ありがとうございました。

この度は、ご結婚おめでとうございます。

今回申請いただいた結婚新生活支援事業について、よりよい事業とするため、お手数ですがアンケートにご協力くださ

い。※原則当てはまるものを １つ 選んでください。

世帯情報


